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「
公
開
」
は
正
味

十
三
分
間
だ
け
・

ー
新
潟
県
教
育
委
員
会
定
例
会

教
育
行
政
の
公
正
化
、
民
主
化
を
要
求
す
る

住
民
の
大
き
な
力
で
、
東
京
・
中
野
区
で
は
、

教
育
委
員
の
準
公
選
制
が
実
現
し
て
い
ま
す
。

新
潟
県
は
ま
だ
ま
だ
そ
乙
ま
で
に
は
至
り
ま
せ

ん
が
、
何
年
か
前
か
ら
、
よ
う
や
く
定
例
会
の

傍
聴
（
公
開
）
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。さ

て
、
六
月
二
三
日
に
第
六
七
五
回
（
県
）

教
育
委
員
会
定
例
会
が
聞
か
れ
る
と
の
連
絡
が

県
教
育
委
員
会
か
ら
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
と

事
務
局
の
若
月
さ
ん
が
、
所
定
の
手
続
き
を
経

て
、
定
例
会
の
傍
聴
に
参
り
ま
し
た
。

委
員
会
室
の
正
面
に
会
議
用
の
テ
ー
ブ
ル
が

し
つ
ら
え
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
委
員
長
と
教

育
長
が
向
か
い
合
う
か
た
ち
で
五
人
の
委
員
が

着
席
し
ま
す
。
ち
な
み
に
委
員
の
面
々
は
、
中

田
久
蔵
（
委
員
長
て
鈴
木
宗
、
矢
野
達
夫
、

小
林
美
代
子
、
大
島
昭
一
、
田
中
邦
正
（
教
育

長
）
の
各
氏
で
す
。

傍
聴
席
は
背
面
の
壁
ぎ
わ
で
、
四
脚
ほ
ど
椅

子
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
当
日
の
傍
聴
は

私
と
若
月
さ
ん
だ
け
で
し
た
。
廊
下
側
に
は
、

事
務
局
と
各
課
の
課
長
や
担
当
者
が
一
二
1
一一一

人
、
い
ず
れ
も
緊
張
し
た
面
持
ち
で
並
ん
で
い

ま
す
。一時二一

O
分
、
そ
れ
ま
で
じ
っ
と
時
計
を
み

つ
め
て
い
た
委
員
長
が
、
「
そ
れ
で
は
、
こ
れ

か
ら
会
議
を
始
め
ま
す
」
と
開
会
を
宣
言
し
ま

し
た
。最

初
に
事
務
局
か
ら
、
前
回
（
五
月
一
九
日
）

の
会
議
録
（
公
開
分
の
み
）
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。

①
六
三
年
度
県
立
学
校
教
科
書
採
択
に
つ
い
て

教
育
長
に
委
任
す
る
件
＠
公
立
学
校
校
医
の

公
務
災
害
条
例
の
改
正
の
件
③
そ
の
他
教
育

長
専
決
に
よ
る
件
、
の
承
認
で
す
。

続
い
て
議
案
審
議
に
入
り
ま
し
た
が
、
公
開

分
は
、
第
一

O
号
議
案
「
新
潟
県
高
等
学
校
定

時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
就
学
奨
励
金
貸
与

条
例
施
行
規
制
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
が
一

件
だ
け
。
国
の
実
施
要
項
の
改
正
に
と
も
な
い
、

①
扶
養
親
族
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
一

五
九
万
を
二
ハ
一
万
円
に
引
き
上
げ
る
、
②
有

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
一
・
二
九
倍
を

一
・
三
倍
に
引
き
上
げ
る
、
と
い
う
内
容
で
す
。

質
間
も
な
く
意
見
も
な
く
、
可
決
決
定
さ
れ
ま

し
た
。次

い
で
、
若
干
の
報
告
と
「
全
日
制
公
立
高

校
の
設
置
に
関
す
る
陳
情
書
」
（
南
魚
・
大
和

町
よ
り
）
が
出
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
て
、

「
公
開
」
分
は
こ
れ
で
終
了
と
の
こ
と
。
私
の

時
計
は
一
時
四
三
分
で
し
た
。
乙
の
悶
正
味
一

三
分
間
、
事
務
局
の
方
は
丁
重
に
「
乙
れ
で
公

開
分
は
終
り
で
す
」
と
告
げ
て
く
れ
ま
し
た
が
、

何
か
大
き
な
忘
れ
物
を
し
た
よ
う
な
思
い
で
委

員
会
室
を
出
ま
し
た
。

（
片
岡
弘
）


